
介護職員等特定処遇改善加算について 

 

介護職員等特定処遇改善加算について、照島会としての考え方は、下記のと

おりです。 

 

記 

 

・事業所単位ではなく法人単位で考える。 

・①経験・技能ある介護職員、②他の介護職員、③その他の職種 の３グループ

に分ける。 

・グループ分けの基準日は毎年度４月１日とする。 

・①経験・技能ある介護職員とは、当法人での経験１０年以上の介護福祉士と

し、他事業所での経験は考慮しないこととする。 

・②他の介護職員とは、週２０時間以上勤務する介護士とする。 

・③その他の職種とは、特養・デイ職員で①②に該当しない者とする。なお、 

４４０万円以上の職員と週２０時間未満勤務の者、居宅支援事業所の職員は

除く。 

・①の職員の平均の処遇改善額は②の職員の平均処遇改善額の２倍以上とする。

②の職員の平均の処遇改善額は③の職員の平均処遇改善額の２倍以上とする。 

・特定処遇改善加算対象外の居宅支援事業所職員（４４０万円未満）へは、法人

の自己資金から支給する。 

・特定処遇改善手当額は、グループ毎に支給基準額を決め、それに支給比率と

常勤換算率を乗じた額となる。 

・支給日は１２月賞与支給時と３月３０日とする。 

・賃金改善以外の取り組みは以下のとおりです。 

① 他産業からの転職者、有資格者にこだわらない採用の仕組みを構築していま

す。 

② 働きながら介護福祉士取得を目指す職員に実務者研修等への受講支援を行

っています。 

③ 両立支援のため、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制

度を構築しています。 

④ 介護職員の身体の負担軽減のため、介護ロボットを導入しています。 

⑤ 業務改善のため、タブレットを導入し、業務量の縮減を図っています。 

⑥ ミーティング等により職場内のコミュニケーションの円滑化を図っていま

す。 


